
武豊町役場
福祉課

電話：0569-72-1111
内線：323

サービス
利用者

相談支援事業所 障害児施設等

事前相談
・

申請

①
希望の聴き取り

・相談事業所の案内
・利用申請書の記入

役場で
手続き

①
障害福祉サービス
利用の相談・申請

↓ 役場での手続き後

相談事業所
との相談

②
障害福祉サービス
利用に関する相談

相談
事業所
へ依頼

②
利用者との面談

・希望する条件の確認
・事業所の提案

↓ 事業所見学の日程調整

利用希望
事業所への

見学

③
施設への見学

見学の結果の意向を
相談支援専門員に伝える

③
施設見学

利用者の意向次第で
別事業所の提案

③
施設見学の受け入れ

↓

サービス等
利用計画案
の確認

④
サービス等利用計画案の
確認・署名のサイン

確認
依頼

提出

④
サービス等利用計画案
作成・利用者への確認

↓

サービス等
利用計画案
の確認

⑤
サービス等利用計画案
内容確認・受け取り

役場に提出 ⑤
サービス等利用計画案

完成

↓

受給者証
到着後

⑥
受給者証の発行事務

利用者への発送
郵送

⑥
受給者証到着

↓

サービス
提供事業所
との契約

サービス利用開始
⇒障害児施設等との個別

計画の作成

利用者とのサービス利用
契約

⇒個別計画の作成

サービス等利用計画に
記載のとおり
定期的な面談

新たに障害福祉サービスの利用を検討している方へ

申請からサービス利用開始までのながれ

町内の指定特定相談支援事業者　相談日時：月曜日～金曜日（９：００～１７：００）

・あおぞら園
　電話：0569-72-6210
（主な対象）
 知的障がい、 精神障がい、
発達障がい
 ※・小学３年生まで
   ・町内保育園の加配児

問い合せ先　武豊町役場　福祉課　障害福祉サービス担当
TEL　0569-72-1111（内線323）FAX　0569-74-0778

※武豊町外の指定特定相談支援事業者に作成依頼をすることもできます

※役場への申請（①）からサービスの利用開始（⑥）まで２か月程度かかります
 （混雑状況等により期間は前後する場合があります）（利用したい障害児施設等の利用状況に応じて長くなる場合があります）

※各事業所の所在地等がわからない場合は、役場福祉課にお問い合わせください

・ゆめじろう相談支援事業所

　電話：0569-72-6464
（主な対象）
 身体障がい、知的障がい、発達障
がい

・知多南部障害者地域
  生活支援センターわっぱる

　電話：0569-73-3201
（主な対象）
 精神障がい、発達障がい

・武豊社協障がい相談
  支援センター
　電話：0569-73-3104
（主な対象）
 身体障がい、知的障がい、
 精神障がい、発達障がい

新規の申請においては、専
門の職員（障害福祉サービ
ス担当）が対応します。
あらかじめ希望の日時をお
電話にてご連絡いただける
とスムーズにご対応できま
す。


